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研究成果の概要（和文）：　近年、株式会社等に雇用され“労働者”として農業に従事する者の数が増加している。本
調査では、農業関連事業所を対象とし、農薬への対応を含む労働安全衛生体制について質問票調査を行った。その結果
、一部の労働者で農薬による健康影響に関する自覚症状があるにもかかわらず、事業所は農薬は労働安全衛生上の喫緊
の課題ではないと捉えられていた。農薬の取扱いとともに事業所規模に応じた適切な安全衛生管理体制やリスクアセス
メントに関する認識の向上が必要であることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Over the last decade, the agricultural work environment in Japan has undergone 
significant changes regarding types of employment contracts and working conditions. As the structure of 
the agricultural industry changes, the issue of occupational health is receiving increasing attention 
among Japanese agricultural employees. In this study, we conducted a questionnaire survey of agricultural 
occupational health and safety system, focused on pesticide safety, both to employer and employee. As a 
result, there were subjective symptoms on some of the pesticide-exposed employee. On the contrary, the 
employees did not much pay attention to occupational health and safety. It is considered desirable that 
agricultural employers will secure employees’ safety by introducing management methods focused on 
pesticide use.

研究分野： 衛生学
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１．研究開始当初の背景 
昨今、農業分野での成長が見込まれる業態

として、法人化された農業経営体に注目が寄
せられている。2009 年の農地法改正によっ
て企業の直接的な農業参入が可能となった。
これにともない株式会社等の法人に雇用さ
れ農業に従事する“労働者”の数は増加して
おり、今後も増加することが予想されている。
事業者にとっては、このような労働者は農作
業従事者であるとともに“労働者”としての
側面をもち、労働安全衛生の観点から対応す
ることが求められる。 
 近年の農業に関連する事業所における労
働安全衛生上の問題として、農薬を用いる事
業所において、思いがけない健康影響を呈す
る可能性が示唆されている。これまでの指針
通りに農薬を使用した場合においても想定
の範囲を超えた健康影響が起こる可能性が
あり、我々の調査においても種苗業社の保管
倉庫において、眼の痛みなどの健康影響が認
められた事例を経験した。当該倉庫の作業担
当者は、豆類の加工種子に用いられていた農
薬であるベノミル（ベンレート）製剤の毒性
について化学物質等安全データシート
（SDS）等を確認し十分な対処を行っていた
にもかかわらず、倉庫内で長時間作業した労
働者すべてが眼刺激を訴えた。産業医からの
依頼にもとづき調査を行ったところ、加工種
子の長期保存により経時的に分解して生じ
た n-ブチルイソシアネートが倉庫内に充満
し、眼刺激を引き起こしていたことをつきと
めた。このように、これまでの農薬の使用法
を順守した場合においても、法人化された農
業経営体のように歴史が浅い業態では、思い
がけない健康影響を呈する可能性を含んで
おり、実態を明らかにしていくことは、労働
者の健康のみならず経営体にとって労働安
全衛生上の施策で注意すべき点が明確にな
ることが期待できる。 
しかし、農業関連事業所に着目した労働安全
衛生上の体制について全国的な調査はなさ
れておらず、実態の解明が必要と考えられる。 
 
２．研究の目的 
農業関連事業所を対象に、農薬への対応を含
む労働安全衛生対策の実態を把握すること
を目的とし本研究を行った。 
 
３．研究の方法 
３．１事業所への調査 
 調査対象は法人化された農業経営体とし、
調査には日本農業法人協会の全面的な協力
を得て行った。平成 25 年 12 月時点で日本農
業法人協会に加盟している 1718 事業所のす
べてに平成 26 年 1 月に自記式調査票を郵送
した。各事業所における調査票の記入者につ
いては、衛生管理者等の健康管理に通じてい
る者にするよう調査票の表紙に記載し依頼
した。質問項目は、各事業所の基本的な業態、
安全衛生管理体制、労働安全衛生活動および

労働災害についてとした。 
 
３．２労働者を対象とした調査 
 調査対象は前述の事業所について、労働者
への調査の協力について了解の得られた施
設は 217 件であったが、そのうち連絡先の記
載があったもの 101 件を対象として。事業所
から寄せられた従業員数のデータから労働
者 1606 名を対象とした。労働者が就業して
いる各事業所を通じて平成 27 年 1 月に自記
式調査票を郵送した。質問項目は、各労働者
の基本的な就業状況、安全衛生管理体制およ
び労働安全衛生活動とした。また、昨今、労
働者のメンタルヘルスも労働安全衛生上の
課題となっているため、職業性ストレス簡易
調査票についても回答を求め、素点換算表に
従って集計をおこなった。 
  
４．研究成果 
４．１事業所への調査 
（１）基本的な業態 
調査票を送付した 1718 事業所のうち、回

答が寄せられたのは 509 事業所（29.6％）で
あった。事業所の会社形態は株式会社が 119
事業所（23.4％）、特例有限会社は 220 事業
所（43.2％）、農事組合法人は 109 事業所
（21.4％）およびその他が 58 事業所（11.4％）
であり、未回答が 3 事業所あった。各事業所
の常用労働者数は最少 0人から最大 169人で
あり、最頻値は 9 人であった。事業規模別に
みると、労働者数が 0-9 人の事業所が 265 事
業所、10-49 人の事業所が 211 事業所、50 人
以上の事業所が 27 事業所であった（表 1）。
常勤労働者の就業形態については、正社員を
雇用している事業所が476事業所（93.3％）、
契約社員が 65 事業所（12.7％）、パートタイ
ム労働者が 317 事業所（62.2％）、派遣労働
者が 26 事業所（5.1％）および臨時・日雇労
働者が 172 事業所（33.7％）であった。 
業種は稲作が 198 事業所（34.2％）、野菜栽
培が 139 事業所（24.0％）、その他が 236 事
業所（40.8％）であり、未回答は 6 事業所あ
った。業種について「その他」と回答した 236
事業所の具体的な業種については果樹栽培
（31 事業所）、花卉栽培(28 事業所)、および
畜産業（21 事業所）などであった。 
 
（２）安全衛生管理体制 
統括安全衛生管理者を選任している事業

所が 95 事業所（18.7％）、選任していない事
業所が 384 事業所（75.4％）であり、わから
ないと返答した事業所が 26 事業所（5.1％）
であった。安全管理者を選任している事業所
は 123 事業所（24.2％）、選任していない事
業所が 347 事業所（68.2％）であり、「わか
らない」と返答した事業所が 26 事業所
（5.1％）であった。また、衛生管理者につい
ては選任している事業所が 126 事業所
（24.8％）、選任していない事業所が 351 事
業所（69.0％）であり、「わからない」と返答



した事業所が 25 事業所（4.9％）であった。
統括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理
者もしくは安全推進者・衛生推進者のいずれ
かを選任している事業所は 181 事業所
（35.5%）であった。常勤産業医もしくは非
常勤産業医を選任している事業所が 28 事業
所（5.5％）、選任していない事業所が 446 事
業所（87.6％）、「わからない」との回答が 23
事業所（4.5％）であった。 
今回の調査対象となった農水産業にかかわ
る事業所については、労働安全衛生法上、10
人を超えて 49 人までの事業所では衛生推進
者を、50 人以上の事業所では衛生管理者と産
業医を選任しなければならない。回答した
509 事業所について、衛生推進者の選任が必
要な事業所は 211 事業所であったが、そのう
ち衛生推進者もしくは衛生管理者を選任し
ている事業所は 67 事業所（31.7％）であっ
た。また、本調査に回答した 509 の事業所に
ついて、衛生管理者および産業医の選任が必
要な事業所は 27 事業所であったが、衛生管
理者を「選任している」と回答した事業所は
15 事業所（55.5％）、「選任していない」と回
答した事業所は 11 事業所（40.7％）、「わか
らない」が 1 事業所（3.7％）であった。産業
医については「選任している」と回答した事
業所は 15 事業所（55.5％）、「選任していな
い」と回答した事業所は 11 事業所（40.7％）、
「わからない」が 1 事業所（3.7％）であった
（表 2）。このうち、衛生管理者と産業医の両
方が選任されている事業所は 13 事業所
（48.1％）にとどまった。 
 
（３）農薬に関する労働安全衛生管理体制 
過去 1 年間に特定化学物質障害予防原則（基
発308号を含む）にもとづく特殊健康診断（特
殊健診）が必要な従事経験者の有無について
の設問に、「従事経験者がいる」と回答した
事業所はなかった。一方、特殊健診が必要な
従事経験者の有無が「わからない」と回答し
た事業所は139事業所（27.3％）にのぼった。
農薬に限らず、使用している化学物質に添付
されている化学物質等安全データシート
（SDS）について、化学物質を使用している
作業者が常時内容を確認できるようになっ
ているかについての設問への回答は、「確認
できるようになっている」が 94 事業所
（18.5％）、「確認できるようになっていない」
が 154 事業所（30.3％）、「わからない」が 209
事業所（41.1％）および「未回答」が 52 事
業所（10.2％）であった。 
 
（４）労働安全衛生活動 
事業所による労働者の安全衛生に関する危
険性・有害性の低減に向けた措置（リスクア
セスメント）の実施について、「実施してい
る」が 113 事業所（22.2％）、「実施していな
い」が 285 事業所（56.0％）であった。事業
規模別での「実施している」事業所の割合は、
常用労働者が 0-9 人もしくは 10-49 人である

事業所では、20％程度であったのに対して、
50 人以上の事業所では 40％を超えた（図 1）。
リスクアセスメントを実施している事業所
について、実施の頻度は「作業方法や設備の
新設・変更のつど」が 46.9％、「1 年に 1 回
以上」が 46.0％であった。また、リスクアセ
スメントの実施に基づくフォローアップに
ついては定期的にフォローアップを実施し
ている事業所が 30 事業所（26.5％）、不定期
にフォローアップを実施している事業所が
70 事業所（61.9％）であり、フォローアップ
を実施していない事業所も 6 事業所（5.4％）
あった。労働者に対する安全衛生教育の実施
については、実施している事業所が 109 事業
所（21.4％）、実施していない事業所が 294
事業所（57.8％）、わからないもしくは未回答
が 106 事業所（20.8％）であった。実施して
いる具体的な安全衛生教育の内容について
は、常勤労働者の雇入時教育がもっとも多く
（72 事業所）、次いで作業内容を変更する場
合に対象となる労働者に行なう教育（69 事業
所）であった。 
 
（５）労働災害 
この 1 年間における業務上災害（不休災害を
含み通勤災害を除く）については、業務上災
害がなかった事業所が360事業所（70.7％）、
業務上災害が発生した事業所が 83 事業所
（16.3％）、未回答が 66 事業所（13.0％）で
あった。業務上災害が発生した事業所の労働
者区分については、業務上災害が正社員に発
生した事業所が 61 事業所（73.5％）、パート
タイム労働者では 13 事業所（15.7％）、日雇
労働者では 10 事業所（16.4％）であった。
具体的な業務上災害について記載があった
50 例のうち熱中症の 1 例をのぞく 49 例
（98.0％）が物理的な事故によるものであり、
農機具などによる外傷が 29 例（58.0％）、骨
折が 5 例（10％）、および打撲が 5 例（10％）
などであった。 
各事業所における労働災害防止対策を進め
ることについての関心については、高い関心
がある事業所が 166 事業所（32.6％）、少し
関心がある 256 事業所（50.3％）であり、あ
まり関心がない 64 事業所（12.6％）、関心が
ない 14 事業所（2.8％）であった。 
 
４．２労働者への調査 
（１）基本的な属性 
調査票を送付した 101 事業所の 1606 名の

うち、回答が寄せられたのは 390 名（24.3％）
から回答を得た。そのうち、職業性ストレス
簡易調査票の項目全て回答を寄せた296名を
本解析の対象とした。回答が寄せられた労働
者は男性 162 名、女性 134 名であった。年齢
層は 30-39 歳が最頻値（70 名）で、ついで
50-59 歳（66 名）が多かった。就業形態につ
いては、正社員が 196 名、契約社員が 12 名、
パートタイム労働者が 61 名、臨時・日雇い
労働者事業所が 21 名、無回答が 6 名であっ



た。定期健康診断については、所属先で集団
検診を行った者が 180 名、自分で病院やドッ
クで受診した者が 57 名、受信しなかった者
が 54 名、未回答が 5 名であった。一方、特
殊健康診断の受診歴を確認したところお 296
名中 1名のみが有機リン剤の特殊健診を受け
たとのことであった。 
 
（１）農薬への曝露および健康影響 

 
農薬を仕事中に自分で使用したことがあ

る者は 122 名、農薬を使用しているそばで作
業したことがある者が 30 名、上記のいずれ
の経験がないものが 126 名、未回答が 18 名
であった。農薬使用もしくは近くで作業した
ことのある 152 名のうち、いずれかの体調不
良を感じた者は 35 名いた。体調不良の具体
的な症状を複数回答可のもとで尋ねたとこ
ろ、目が痛くなる（22 名）が最も多く、つい
で、頭が痛くなる（15 名）、鼻やのどが痛く
なる（13 名）、息苦しくなる（12 名）であっ
た。複数の体調不良を感じている例も多く、
一人で 7 つの体調不良を訴える者も 2 名いた。 
農薬の曝露の可能性のある労働者の農薬

の使用作業中の対策（複数回答可）は、マス
クをする（121 例）が主であった。防護服を
着る、もしくは、保護メガネをつける者はそ
れぞれ 35 例であり、特に対策をおこなって
いない者も 27 名いた。対策をおこなってい
ない 27 名のうち、特に体調不良を感じたこ
とがない者は 21 名で、6 名はなんらかの体調
不良を感じていたにもかかわらず、対策をし
ていなかった。また、農薬取扱い作業者が農
薬の健康影響について認知しているかを尋
ねたところ、よく知っている、あるいは知っ
ていると回答したものが 65 名、あまり知ら
ない、知らないと回答した者が 86 名と、過
半数の者が使用している農薬の健康影響に
ついてあまり認知していないことが明らか
となった。特に安全データシートを見たこと
があるかについての設問には、ある 46 名に
対して104名が見たことがないと回答をした。 

 
（３）職業性ストレス簡易調査票 
  
 近年、労働者のメンタルへルスも労働安全
衛生上の課題となっているため、職業性スト
レス簡易調査票を用いて実態調査を行った。
その結果、下光輝一らによる厚生労働科学研
究費補助金労働安全衛生総合研究事業 「職
業性ストレス簡易調査票及び労働者の疲労
蓄積度自己診断チェックリストの職種に応
じた活用法に関する研究」における標準集団
と比較すると、多くの項目で農業労働者に関
してはストレスが低い傾向にあることが明
らかとなった。 
  
 
【考察】 
1.調査対象集団 

農林水産省の 2010 年における調査によれ
ば、我が国において法人化されている農業経
営体の総数は 2 万 6800 件であり、そのうち
会社が 1 万 5800 件（58.9％）、農事組合法人
が 6000 件（22.3％）である 6。今回の我々
の調査において全面的に調査協力をいただ
いた日本農業法人協会は、平成 11 年に公益
社団法人として認可され、会員である農業法
人及び法人化志向農業者を対象に、調査研究
や情報提供等をおこなっている。調査は当該
法人の会員である 1718 事業所を対象に行わ
れた。質問紙調査への回答が寄せられた事業
所の会社形態の割合について、前述の農林水
産省の統計値と比較したところ、「会社」が
66.4％、「農事組合法人」が 21.6％であり、
農林水産省による全国の統計値と大きな差
が見られなかった。また、過去の日本農業法
人協会による実態調査の結果 7と比較しても、
株式会社や特殊有限会社など会社形態の比
率において、また、稲作や野菜栽培などの業
種の比率において大きく異なることはなか
った。よって、本調査における対象事業所集
団は、我が国の農業関連事業所の基本属性か
ら大きく逸脱していることはないと考えら
れる。ただし、日本農業法人協会に加入して
いる事業所は比較的、経営改善等に積極的な
事業所が多いと考えられる。よって経営上の
リスクとなりうる労働安全衛生上の問題に
ついても同業種の他の事業所と比較して関
心が高かったことが予想される。 
 
2．安全衛生管理体制 
本調査の対象事業所を常用労働者の雇用者
数に応じて安全衛生管理体制の必要別に分
類すると、常用労働者数 0-9 人の事業所（必
要な管理者等の設置が義務づけられていな
い）が 265 事業所、常用労働者数 10-49 人の
事業所（衛生推進者の選任が必要）が 211 事
業所、常用労働者が 50 人以上（衛生管理者
と産業医の選定が必要な）の事業所が 27 事
業所であった。 
衛生推進者の選任が必要な常用労働者数が
10-49 人である 211 事業所のうち、衛生推進
者もしくは衛生管理者を選任している事業
所は 67 事業所（31.8％）であり、144 事業
所（68.2％）において衛生推進者および衛生
管理者のいずれも選任されていなかった。平
成 22 年に厚生労働省により実施された労働
安全衛生基本調査 7 では、常用労働者数
10-49 人の事業所で衛生推進者を選任してい
る事業所の割合は調査対象業種の平均で
43.0％であった。この値と比較すると、今回
の農業関連事業所の結果は他業種と比較し
て衛生推進者の選任をしている事業所の割
合がやや低い。同じく、事業所の業種毎の比
較では、情報通信業（25.5％）についで低い
割合であり、宿泊業・飲食サービス業（32.7％）
および卸売業・小売業（33.6％）とほぼ同じ
であった。農業関連事業所において衛生推進
者および衛生管理者を選任していなかった



144 事業所のうち「わからない」と回答した
のは 14 事業所（9.7％）のみであったことか
ら、安全管理体制についての知識がまったく
不足しているわけではなく、理解や運用が不
十分であることが推測された。また、衛生推
進者ではなく衛生管理者が選任されている
事業所が 34 事業所、衛生推進者とともに衛
生管理者も選任されている事業所も 28 事業
所あることから、労働安全衛生管理について
積極的な事業所とそうでない事業所の意識
に格差があることが考えられる。 
衛生管理者と産業医の選任が必要な常用労
働者が 50 人以上である 27 事業所のうち、11
事業所（40.7％）において産業医の選任が行
なわれていなかった。これは、平成 22 年の
労働安全衛生基本調査による他業種におけ
る同規模の事業所における調査結果 8（産業
医を選任していない率 19.1％）と比較しても、
農業関連事業所では顕著に産業医の選任が
行われている事業所の割合が少なかった。産
業医を選任していない理由として回答があ
った 9 事業所のうち 8 事業所が「選任の義務
があることをしらなかった」であり、残りの
1 事業所が「産業医の委託費用の負担の余裕
がない」との回答であった。他業種の同規模
事業所における調査では、産業医を選任して
いない理由として「選任の義務があることを
しらなかった」と回答した事業所が 26.6％、
「産業医の委託費用の負担の余裕がない」と
回答した事業所が 25.4％であった。この割合
との比較から、常用労働者を 50 人以上雇用
できる規模の農業関連事業所は比較的経営
に余裕があり産業医を選任するにあたり費
用面では問題がないが、産業医の選任の必要
性について十分な知識がないことが示唆さ
れた。 
今回調査票に回答が寄せられた事業所のい
ずれも常用労働者数が 1000 人を超えておら
ず、本来は統括安全衛生管理者の選任に法的
な義務はないが、統括安全衛生管理者を選任
している事業所が 18.7％存在した。労働安全
衛生に関する意識が事業所によって大きく
異なることが考えられる。 
 
3. 農薬等の化学物質への対応を含めた労働
安全衛生活動 
本調査において設問に挙げられた農薬で

ある有機リン剤、フェニル水銀化合物および
アルキル水銀化合物（特定化学物質障害予防
規則にもとづく特定健診が必要となる化学
物質）のみならず他の特定健診対象物質につ
いて、いずれの事業所においても使用されて
いなかった。農薬に関連すると思われる健康
障害の訴えについては、農薬散布による皮膚
症状の報告が 2 例寄せられていることから、
業務上の災害例として記載はなかったが、潜
在的には健康障害が生じている可能性が推
察された。 
農薬をはじめとする化学物質を取り扱う

にあたり、作業現場において化学物質等安全

データシート（SDS）の内容を常時確認でき
るようになっているかについては、「確認で
きるようになっている」が 94事業所（18.5％）、
「確認できるようになっていない」が 154 事
業所（30.3％）、「わからない」が 209 事業所
（41.1％）および「未回答」が 52 事業所
（10.2％）であった。 

SDS の内容を常時「確認できるようになっ
ている」94 事業所のうち、労働者のリスクア
セスメントを実施している事業所は 44 事業
所（46.1％）であったのに対して、SDS の内
容を「確認できるようになっていない」、あ
るいは「わからない」と回答した事業所 363
事業所のうち、リスクアセスメントを実施し
ている事業所は 55 事業所（15.1％）であっ
た。回答が寄せられた全事業所 508 事業所の
うち 113 事業所（22.2％）がリスクアセスメ
ントを実施しているとのことであった。他業
種の事業所における調査結果では、33.8％が
リスクアセスメントを実施している。一般に
リスクアセスメント実施率は事業規模が大
きい事業所で高く、小さい事業所で低い傾向
にある 8。他業種の結果には事業所規模 1000
人以上の施設も含まれているため、若干高く
なっているが、農業関連事業所では他業種と
同程度にリスクアセスメントに関する認識
が進んでいると考えられるが、規模が小さい
事業所が多いため、みかけ上リスクアセスメ
ント実施率が低いと考えられる。いずれにせ
よ、リスクアセスメントの実施率は 20％であ
るため、今後さらに多くの事業所において実
施されるような働きかけが必要である。平成
18 年から労働安全衛生法の改正によりリス
クアセスメントの実施が努力義務とされて
いるが、リスクアセスメントを実施している
農業関連事業所においては SDS の設置など
具体的な安全衛生上の対策が進んでいるこ
とが推測される。また、労働者への安全衛生
教育の実施率についても、リスクアセスメン
トをしている事業所では（74.1％）、リスクア
セスメントをしていない事業所（12.7％）に
比べて著しく高く、事業所間の労働安全衛生
に関する意識の差が表れている。なお、労働
災害防止対策への関心度については、508 事
業所のうち「あまり関心がない」「関心がな
い」と回答した事業所は 78 事業所（15.4％）
であった。関心がない理由として、「災害が
ほとんど発生していないから（45 事業所）」
「危険と思われる機械や薬品を使っていな
いから（41 事業所）」という回答が多く、労
働安全衛生についての当事者意識の向上が
必要であることが伺えた。 
 
3. 労働者の立場からみた事業所の労働安全
衛生活動 
 
 農薬を仕事中に自分で使用したことが

ある者とそばで作業をしている者は今回の
対象者の約 1/3 であった。労働者の主観では
体調不良を感じた者も、その 25％程度おり、



労働者全体をみると約 10%がなんらかの健
康影響を受けていた。農薬の曝露の可能性の
ある者では、主にマスクによる防護が行われ
ていたが、体調不良を訴えている者の中でも
対策をしていない者がいた。おそらく、防護
がおこなわれない故に体調不良の訴えがあ
ると思われるが、今後、事業者を通じての施
策が必要となると考えられる。農薬を取り扱
っている労働者でも、SDS を確認していない
者の割合は、60％にも上っていた。事業所の
調査からも、農薬に関する安全性について労
働者教育体制は十分でないことが明らかと
なり、今後の施策が必用と考えられる。なお、
農業に関する労働者のメンタルヘルスにつ
いては、職業性ストレス簡易調査票の解析結
果から、標準集団と比較してストレスが低い
傾向がある傾向にあった。このことから、農
業に関係する労働者に関しては、平成 27 年
12 月から開始された労働安全衛生法に基づ
く「ストレスチェック制度」での対応で十分
可能であり、特別な配慮が必用でない可能性
が示唆された。 
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